
令和５年度 戸田市商工業支援事業補助金 
展示会等出展支援事業のご案内 

 
 
目的：市内事業所の出展費用の一部を支援します。     

 補助事業 

   戸田市内にある事業所が、令和５年度中に、国内外の展示会又は見本市（以下「展示会等」

という。）に出展し、自社製品・技術を積極的に外部へ発信することを支援します。 

 

 補助対象（次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。） 

 ・戸田市内に本店のある中小企業基本法第２条に定める事業者であること。 
 ・３年以上事業を営み、かつ戸田市内で１年以上営業していること。 
 ・市税等に未納がないこと。 

 ・補助申請する展示会等への出展において、戸田市又はその他の公的な支援を受けていないこと。 
 ・同一年度内に当該事業に係る補助金の交付を受けていないこと。 
  
 

 補助対象経費 

 ・出展した日数分の出展料及び出展小間料 

 ・展示会等の自社スペースの装飾に係る内装工事費 

 ・展示会等の出展場所までの展示物運送費 

 ・展示会等の出展に係る販促費（パンフレット等） 

注）実績報告時に、経費を証明する資料が必要になります。 
 
 
 

 補助率 

  補助対象経費（税抜き）の２分の１以内（千円未満切捨て。） ※限度額２０万円 
 
 

申請書類 以下の書類を添えて申請してください。 

 補助金等交付申請書 指定用紙（第１号様式） 

補助金等交付申請額内訳調書 指定用紙（第２号様式） 

 補助事業実施計画書 指定用紙 

 履歴事項全部証明書（法人のみ） 法務局にて発行。申請時より３ヶ月以内。写しでも可 

 会社概要 会社案内、会社ホームページの写し等 

未納の税額がない証明書の写し 市収納推進課にて発行 

※代表者以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。 

展示会詳細資料 展示会申込書の写し、パンフレット等 

出展物詳細資料 出展物の資料（出展予定の製品のパンフレット等） 



 
 

 
 

募集時期 
   令和５年４月３日（月）～ ※予算の範囲で申込順 

 
 
 

 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

その他 

 ・実際の進行状況や支出金額が異なるときは、事業変更届出書を提出していただきます。 

 ・補助金交付後、５年間の間に市から請求した場合は、事業実施状況報告書を提出していただく場合もあ

ります。 

 ・補助金の交付を受けた事業者については、事業者名、補助金交付金額等について公表させていただくこ

とがあります。    

 ・提出書類への押印は、法人の場合は全て代表者印でお願いします。 

交付申請書（指定様式）提出 

申請内容の審査 

交付決定（不交付決定） 

事業の実施 

実績報告書（指定様式）提出 

報告内容の検査 

交付確定 
 

※必要書類を添付してください。提出書類等は代表者印に

て押印をしてください。 
。。 
※書類審査に加え、必要に応じて現地検査を行います。 

※市から決定通知書を発行します。 

※展示会等へ出展いただきます。 

※指定様式に加え、事業証明資料（請求書・領収書の写し）、

出展写真を提出していただきます。令和６年３月末迄 

※市から確定通知書を発行します。 

※請求書を提出していただきます。 交付請求書（指定様式）提出 
 

※補助金支払は実績報告の時期により異なります。 補助金の支払い 
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